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１．目的 

  本要領は、「小郡市立中学校給食用弁当調理・配送業務」の受託候補者につ

いて、公募型プロポーザル方式により相手方を特定し、契約を行うために必要

な手続き等について定めるものである。 

 

２．業務概要 

（１）業務名 

  小郡市立中学校給食用弁当調理・配送業務 

（２）業務の目的 

  本市では、令和８年９月稼働を目指し、新たな学校給食センター（以下「新

センター」という。）の建設をおこなっている。新センターは現在の学校給食

センター（以下「現センター」という。）の敷地内に建設しているため、現セ

ンターを稼働できない期間が発生する。この期間における学校給食の代替と

して、生徒及び教職員に対して安全・安心でバランスの取れた昼食を安定的に

提供することを目的とする。 

（３）業務内容 

  「小郡市立中学校給食用弁当調理・配送業務委託仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり 

（４）履行期間 

  契約締結日から令和８年８月３１日まで 

  ただし、弁当の実施時期は令和８年６月１１日から令和８年８月３１日ま

での予定とし、契約締結日から弁当実施開始までの期間は準備期間とする。 

 

３．参加資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者

とする。 

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

（２）小郡市建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱（昭和６２年小郡市

告示第２７号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（３）小郡市建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく警告又は

注意を受けていないこと。 

（４）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第１項に基づく営業許

可を受けていること。 

（５）最大１，８５０食（教職員等を含む）の中学校給食に対応できる規模の調

理施設を保有又は令和８年４月３０日までに保有見込みであること。 
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（６）現在、学校給食または特定の人を対象とする同種業務（弁当方式による給

食提供）を営んでおり、提供実績を５年以上有していること。 

（７）公示日から過去３年間において、食品衛生法に基づく行政処分を受けたこ

とがないこと。 

（８）製造物責任（PL）法（平成６年法律第８５号）に基づく生産物賠償責任保

険に加入していること。 

 

４．プロポーザルに係る日程 

（１）公示・実施要領公表     令和８年２月６日（金） 

（２）質疑受付期間        令和８年２月６日（金）～２月１３日（金） 

                               午後３時まで 

（３）質疑回答期限        令和８年２月１８日（金） 

（４）参加表明書提出期限     令和８年２月２０日（金）午後３時まで 

（５）提案資格確認通知及び    令和８年２月２５日（水） 

   提案書提出要請 

（６）提案書提出期間       令和８年２月２５日（水）～３月１１日（水） 

                                午後３時まで 

（７）ヒアリング実施日      令和８年３月１８日（水） 

（８）審査結果通知及び公表    令和８年３月下旬 

 ※上記期間中、土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する日は閉庁日のため対応しない。また、開庁時間  

（８：３０～１７:００）以外の対応は行わない。 

 

５．担当部局 

 小郡市教育部教育総務課学校給食係（担当：合原） 

 〒８３８－０１９８ 福岡県小郡市小郡２５５番地１  

           小郡市役所西別館３階 

 ＴＥＬ：０９４２-７３-９１２７ 

 ＦＡＸ：０９４２-７３-５８６０ 

 メール：shin-center@city.ogori.lg.jp 

 

６．参加表明書の提出手続 

  本プロポーザルへの参加表明者は次のとおり書類を提出するものとする。 

（１）提出書類 

  ①公募型プロポーザル参加表明書（様式第１号） 

  ②食品衛生法に基づく営業許可証の写し 

mailto:shin-center@city.ogori.lg.jp
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  ③業務実績書（様式第１０号） 

   ア 令和３年度から令和７年度の過去５年間の業務実績について記述す

ること。なお、業務完了年度も併せて記載すること。 

   イ 業務実績書の根拠書類として、実績を有することが証明できる書類

（地方公共団体等との契約書の写し）を添付すること。なお、複数の地

方公共団体等と契約を行っている場合は、直近のもの３件のみ写しを

添付すること。 

  ④生産物賠償責任保険の加入を証する書面の写し 

  ⑤法人の履歴事項全部証明書 

   ア 参加表明書提出日前 3ヶ月以内に発行したもの（写し可） 

 

（２）提出期限 

  令和８年２月２０日（金）午後３時まで 

（３）提出場所 

  「５．担当部局」のとおり 

（４）提出方法 

  持参又は郵送（提出期限必着） 

限必着） 

  ※郵便の場合は、提出期限までに到達したことを証するため、配達証明付き

郵便とすること。 

（５）その他留意事項 

  ①提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合又は、提案者として提

案資格を確認された旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出でき

ない。 

  ②参加表明書の作成又は提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

  ③提出された参加表明書は返却しない。 

  ④提出された参加表明書は、提案資格確認及び受託候補者の特定以外に 

提案者に無断では使用しない。 

  ⑤提出後における参加表明書の差替え又は再提出は認めない。 

  ⑥参加表明書に虚偽の記載をした場合は、失格とする。 

  ⑦郵送等の通信事故において、市はいかなる責任も負わない。 

 

７．提案書等の提出手続 

（１）提出書類 

  ①提案書（様式第７号） 

   ア 表紙のみ「様式第７号」を使用すること。 
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   イ 日本工業規格 A４版・両面印刷可・長編綴じ（資料の都合上、部分的

に A３版を使用する場合は、片袖折りにして綴じこむこと。） 

   ウ 提案書は、後述の「評価基準」の評価項目の順に沿って作成する こ

と。 

   エ 提案書中に提案者が判別できる記載を行わないこと。 

   オ 受託した場合の調理業務従事者配置計画及び業務工程がわかる書類

を含めること。 

   カ 当該業務に携わる責任者の資格名称がわかる書類を含めること。 

  ②献立表（６月実施分） 

   ア 受託した場合に提供する献立のうち、令和８年６月に実施する１４

日分の献立表を作成すること。 

    

   イ 献立表には、使用材料、成分表、アレルギー情報、栄養価を表記する

こと。 

  ③会社の概要資料 

  ④その他提案書のプレゼンテーション、ヒアリングにおいて必要な書類 

  ⑤見積書 

   ア 見積書には、１食単価（消費税及び地方消費税を含む）を記載するこ

と。なお、１食単価には、食材費のほか、調理に係る費用や配送に係る

費用等の諸経費を含めること。 

 （２）提出部数 

   原本１部、副本６部 

 （３）提出期限 

   令和８年３月１１日（水）午後３時まで 

 （４）提出場所 

   「５．担当部局」のとおり 

 （５）提出方法 

   持参又は郵送（提出期限必着） 

   ※郵送の場合は、提出期限までに到達したことを証するため、配達証明付

き郵便とすること。 

 （６）調理サンプル 

   プレゼンテーション実施日に、調理サンプルとして市が指定する献立を

調理し、生徒に提供する際の形態で提出すること。献立内容は提案書として

提出された献立表から市が指定し、後日通知する。 

   調理サンプルとは別に、提示された献立の試食用として１口分（２０ｇか

ら３０ｇ程度）を取り分けたもの（大きい食材については切り分けたもの）
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を５人分用意すること。 

 （７）その他の留意事項 

   ①提案書の作成又は提出に係る費用は、提案者が負担すること。 

   ②提出された提案書は、返却しないものとする。 

   ③提出された提案書は、提案資格の確認及び受託候補者の特定以外に提

案者に無断で使用しないものとする。 

   ④提出後における提案書の差し替え又は再提出は認めないものとする。 

   ⑤提案書の内容に虚偽の記載が判明した場合は、提案書は無効とする。 

   ⑥郵送等の通信事故において、市はいかなる責任も負わない。 

 

８．提案上限額 

  本業務の提案上限額は、一食単価で１，１３４円（消費税及び地方消費税を

含む。）とする。なお、実際に支払う委託料については、提案額から市が指定

する保護者負担額を差し引いた額とし、当該保護者負担額を別途支払う。 

  保護者負担額の支払い方法については別途指定する。 

 

９．実施要領に対する質問 

（１）質問受付期限 

  令和８年２月１３日（金）午後３時まで 

（２）提出場所 

  「５ 担当部局」のとおり 

（３）提出方法 

  ①様式は任意様式とする。 

  ②電子メールにて提出すること（提出期限必着）。なお、ファックス及び口

頭（電話等）での質問は受け付けない。 

  ③上記（１）の受付期限外に提出された質問は一切受け付けないので留意す

ること。 

（４）回答方法 

  質問及び回答の内容は令和８年２月１８日（金）までに本市ホームページ

（URL：https://www.city.ogori.fukuoka.jp/）上で公開する。 

 

１０．プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

  提出された提案書等を基に、次のとおりプレゼンテーション及びヒアリン

グを実施する。 

（１）実施予定日 

  令和８年３月下旬 

https://www.city.ogori.fukuoka.jp/
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（２）所要時間（準備時間を除く） 

  プレゼンテーション：２０分 ヒアリング：１０分 試食：１０分  

合計４０分 

（３）開催場所 

  小郡市役所内（場所未定） 

（４）審査基準 

  別紙「小郡市立中学校給食用弁当調理・配達業務委託提案審査基準」を参考

のこと。 

（５）その他留意事項 

  ①プレゼンテーションの参加人数は、５人までとする。 

  ②プレゼンテーションは、提案書の内容に沿って行うものとする。 

  ③プレゼンテーションには、「小郡市立中学校給食用弁当調理・配達業務委

託提案審査基準」に記載の内容について重点的に説明を加えること。 

  ④プレゼンテーションに必要な機材等は、プロジェクター及びスクリーン

を除き、提案者が用意すること。 

  ⑤プレゼンテーション及びヒアリングは提案者が１者の場合でも行う。 

  ⑥提出された提案書に添付していなかった資料を新たに提出することはで

きない。 

  ⑦プレゼンテーション及びヒアリングに関する詳細な情報は、プレゼンテ

ーションに参加する事業者に個別に通知する。 

 

１１．受託候補者の特定方法 

（１）提出された提案書等を基に、プレゼンテーション等を通して、別紙「小郡

市立中学校給食用弁当調理・配達業務委託提案審査基準」に基づき、小郡市立

中学校給食用弁当調理・配達業務委託提案審査委員会（以下、「審査委員会」

という。）の選定を経て当該業務について最適な者を受託候補者として特定す

る。 

（２）審査委員会の審議は、非公開とする。 

（３）基準点は、６０点×参加委員人数とする。すべての提案者の提案内容が基

準点に満たしていない場合は、受託候補者なしとし、このプロポーザルは流会

とする。 

（４）受託候補者は、審査委員全員の合計得点の最高得点者とする。ただし、基

準点を満たしていること。 

（５）最高得点が２者以上いる場合、以下の審査項目順に得点が高いものを受託

候補者とする。なお、審査項目の比較は、点差が出るまで①から順に比較して

いく。 
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   ① 衛生管理体制、安全管理体制 

   ② 献立内容、栄養バランス 

   ③ 見積価格の妥当性 

（６）次順位者の繰上げ 

  受託事業者が委託契約を履行できない何らかの事由が生じた場合、次順位

以下となった提案者のうち、評価等が上位であった者から順に、委託業務につ

いて交渉を行うものとする。 

 

１２．失格事項 

  次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合又は提出書類に不備があった場合 

（３）この要領で示した、提出期限、提出場所、提出方法、その他留意事項等の

条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（５）プレゼンテーション及びヒアリングを正当な理由なく欠席した場合 

 

１３．審査結果の通知及び公表 

（１）審査結果については、プロポーザル審査結果通知書（様式第８号、様式第

９号）により、提案者全員に通知する。 

（２）審査により特定された受託候補者の名称と提案の概要及び選定理由を小

郡市ホームページにおいて公表する。 

（３）審査経過及び審査内容については、小郡市情報公開条例（平成１２年小郡

市条例第１０号）等関連規定に基づき不開示とする。また、審査結果に対する

異議等ついては、一切応じない。 

 

１４．各関連法令の遵守 

  受託業者は、各関連法令並びに小郡市条例、規則、規程及び要綱を遵守する

ことを誓約するものとする。 


